
2023

https://www.chosakai.or.jp/

経 済 産 業 調 査 会一般財団法人

61,560 32,400

540-0012 大阪市中央区谷町１－７－４
（MF天満橋ビル８階）［電話］06-6941-8971

近畿支部

03-3535-5347

目　　次

  令和５年
（2023 年）       月          日（木）

No.  16031 １部377円（税込み）

11 30

１　用途発明とは
（１）用途発明の意味

特許庁の「特許・実用新案審査基準」（以下「審
査基準」という。）は、「用途発明とは、（ⅰ）ある
物の未知の属性を発見し、（ⅱ）この属性により、
その物が新たな用途への使用に適することを見い
だしたことに基づく発明をいう。」としている1、2。
知財高裁令和４年12月13日判決（令和３年（行

ケ）第10066号審決取消請求事件）は、「公知の物は、
原則として、特許法29条１項各号により新規性を
欠くこととなるが、当該物について未知の属性を
発見し、その属性により、その物が新たな用途へ
の使用に適することを見出した発明であるといえ
る場合には、当該発明は、当該用途の存在によっ
て公知の物とは区別され、用途発明としての新規
性が認められるものと解される。」と判示している。
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